
�愛媛県規則第２７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１７年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（身分証明書）

第２条 法第５条第５項（法第２１条第２項及び第２８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）によるものとする。

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

省略

上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第５条第１項及び

第２８条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、並

びに同法第２１条第１項の規定により立入検査をすることができ

る者であることを証明する。

（身分証明書）

第２条 法第５条第５項（法第２１条第２項及び第２８条第２項におい

て準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書

（様式第１号）によるものとする。

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

（表）

省略

上記の者は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第５条第１項及び

第２８条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、及

び 同法第２１条第１項の規定により立入検査をすることができ

る者であることを証明する。
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省略

（裏）

省略

（立入検査）

第２１条 省略

２・３ 省略

（緊急調査のための土地の立入り等）

第２８条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じ

た者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない

必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占

有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を

作業場として一時使用することができる。

２ 第５条（第１項及び第４項を除く。）の規定は、前項の規

定による立入り及び一時使用について準用する。この場合に

おいて、同条第８項から第１０項までの規定中「都道府県」と

あるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。

第７章 罰則

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役

又は３０万円以下の罰金に処する。

� 第５条第７項（第２８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒

み、又は妨げた者

� 省略

第３６条 省略

附 則

この規則は、平成２３年５月１日から施行する。

�愛媛県告示第５５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

明 倫 薬 局 有限会社アポト
ライ 宇和島市広小路２－４０ 平成２３年

４月１日

おんまや歯科医
院 渡 邉 泰 彦 今治市美須賀町四丁目１

－１６
平成２３年
４月１日

�������
�愛媛県告示第５６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

東洋療法治療院 村 上 賢 隆 四国中央市寒川町１８６２ 平成２３年
３月１４日

�������
�愛媛県告示第５６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定により、

次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

辞 退

年 月 日

二神歯科クリ
ニック 二 神 昌 幸 宇和島市中央町一丁目４

番１０号
平成２３年
３月１９日

�愛媛県告示第５６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

省略

（裏）

省略

（立入検査）

第２１条 省略

２・３ 省略

（緊急調査のための土地の立入り等）

第２８条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じ

た者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない

必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占

有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を

作業場として一時使用することができる。

２ 第５条（第１項及び第４項を除く。）の規定は、前項の規

定による立入り及び一時使用について準用する。この場合に

おいて、同条第８項から第１０項までの規定中「都道府県」と

あるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。

第６章 罰則

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役

又は３０万円以下の罰金に処する。

� 第５条第７項（第２８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒

み、又は妨げた者

� 省略

第３２条 省略

告 示

��������������

愛 媛 県 報平成２３年４月２６日 第２２６２号
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�愛媛県告示第５６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社みずき 宇和島市柿原甲８４０－１ 訪問看護ステーションみずき 宇和島市川内甲９５７－４ 平成２３年３月１４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人くりのみ会 四国中央市土居町津根３００８番
地１ 通所介護事業所くりのみ土居 四国中央市土居町津根３００８番

地１ 平成２３年３月８日

社会福祉法人くりのみ会 四国中央市土居町津根３００８番
地１

短期入所生活介護事業所くり
のみ土居

四国中央市土居町津根３００８番
地１ 平成２３年３月８日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 あったかほーむたかつ 新居浜市高津町３番２０号 平成２３年４月１日

セントケア愛媛株式会社 松山市馬木町２１６７番地 セントケア新居浜本郷 新居浜市本郷一丁目３番２４号 平成２３年４月１日

株式会社アクティブビジョン 今治市延喜甲３１番地１ リハビリデイサービスセンタ
ー晃誠 今治市延喜甲３１番地１ 平成２３年４月１日

株式会社オレンジハート 八幡浜市保内町宮内６番耕地
３８４番

通所介護事業所よりあい所オ
レンジハート

八幡浜市保内町宮内５番耕地
３８４番１ 平成２３年３月８日

株式会社みずき 宇和島市柿原甲８４０－１ 訪問看護ステーションみずき 宇和島市川内甲９５７－４ 平成２３年３月１４日

株式会社クオリア 伊予郡松前町北川原２９３番地
２ 訪問看護ステーションくるみ 伊予郡松前町北黒田６７９－１ 平成２３年３月８日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ デイサービスセンターエンゼ
ルなかがわら

伊予郡松前町中川原１６８番地
１ 平成２３年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社みずき 宇和島市柿原甲８４０－１ ケアプランセンターみずき 宇和島市川内甲９５７－４ 平成２３年３月１４日

有限会社ひだまりの会 宇和島市保手二丁目５番３１号 ひだまりの会指定居宅介護支
援事業所 宇和島市長堀三丁目８番６号 平成２３年４月１日

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

上島町魚島デイサービスセン
ター

越智郡上島町魚島１番耕地１３６７
番地２ 平成２３年３月９日

��������������
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�愛媛県告示第５６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人くりのみ会 四国中央市土居町津根３００８番
地１ 通所介護事業所くりのみ土居 四国中央市土居町津根３００８番

地１ 平成２３年３月８日

社会福祉法人くりのみ会 四国中央市土居町津根３００８番
地１

短期入所生活介護事業所くり
のみ土居

四国中央市土居町津根３００８番
地１ 平成２３年３月８日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 あったかほーむたかつ 新居浜市高津町３番２０号 平成２３年４月１日

社会福祉法人陽成会 今治市朝倉下乙１０２番２ デイサービスリーフガーデン
あさくら 今治市朝倉下乙１０２番２ 平成２３年３月１日

社会福祉法人陽成会 今治市朝倉下乙１０２番２ リーフガーデンあさくら 今治市朝倉下乙１０２番２ 平成２３年３月１日

株式会社アクティブビジョン 今治市延喜甲３１番地１ リハビリデイサービスセンタ
ー晃誠 今治市延喜甲３１番地１ 平成２３年４月１日

株式会社オレンジハート 八幡浜市保内町宮内６番耕地
３８４番

通所介護事業所よりあい所オ
レンジハート

八幡浜市保内町宮内５番耕地
３８４番１ 平成２３年３月８日

株式会社みずき 宇和島市柿原甲８４０－１ 訪問看護ステーションみずき 宇和島市川内甲９５７－４ 平成２３年３月１４日

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

上島町魚島デイサービスセン
ター

越智郡上島町魚島１番耕地１３６７
番地２ 平成２３年３月９日

株式会社クオリア 伊予郡松前町北川原２９３番地
２ 訪問看護ステーションくるみ 伊予郡松前町北黒田６７９－１ 平成２３年３月８日

社会福祉法人エンゼル 伊予郡松前町北川原３３番地１ デイサービスセンターエンゼ
ルなかがわら

伊予郡松前町中川原１６８番地
１ 平成２３年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜市農業協同組合 新居浜市田所町３番６３号 ＪＡ新居浜市

（変更後）
新居浜市坂井町３－１０－４０

平成２２年６月１５日
（変更前）
新居浜市田所町３－６３
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�愛媛県告示第５６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の特定介護

予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜市農業協同組合 新居浜市田所町３番６３号 ＪＡ新居浜市

（変更後）
新居浜市坂井町３－１０－４０

平成２２年６月１５日
（変更前）
新居浜市田所町３－６３

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜市農業協同組合 新居浜市田所町３番６３号 ＪＡ新居浜市

（変更後）
新居浜市坂井町３－１０－４０

平成２２年６月１５日
（変更前）
新居浜市田所町３－６３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人ことぶき会 八幡浜市向灘２２９番地１８ ホームヘルプことぶき荘 八幡浜市向灘２２９番地１８ 平成２２年１２月３１日

瀬尾 武次 八幡浜市１３５２ 瀬尾医院 八幡浜市１３５２ 平成２３年２月２４日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人ことぶき会 八幡浜市向灘２２９番地１８ ホームヘルプことぶき荘 八幡浜市向灘２２９番地１８ 平成２２年１２月３１日

瀬尾 武次 八幡浜市１３５２ 瀬尾医院 八幡浜市１３５２ 平成２３年２月２４日
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�愛媛県告示第５７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クオリア 訪問看護ステーションくるみ 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番
地１ 平成２３年３月１日 訪問看護

株式会社ＪＭケアサービス 茶話本舗デイサービスさや 愛媛県松山市南斎院町９２３番地２ 平成２３年３月１日 通所介護

医療法人仁勇会 介護付有料老人ホーム瀬戸風 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 平成２３年３月１日 特定施設入居者生
活介護

医療法人仁勇会 ショートステイ瀬戸風 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 平成２３年３月１日 短期入所生活介護

株式会社幸徳 ヘルパーステーション幸徳 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番地
７ 平成２３年３月１日 訪問介護

株式会社オレンジハート 通所介護事業所よりあい所オレンジハ
ート

愛媛県八幡浜市保内町宮内５番耕地３８４
番地１ 平成２３年３月１日 通所介護

社会福祉法人くりのみ会 通所介護事業所くりのみ土居 愛媛県四国中央市土居町津根３００８番地
１ 平成２３年３月１日 通所介護

社会福祉法人くりのみ会 短期入所生活介護事業所くりのみ土居 愛媛県四国中央市土居町津根３００８番地
１ 平成２３年３月１日 短期入所生活介護

ウマ商事株式会社 ディサービスロイヤル 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番
３８号 平成２３年３月１日 通所介護

有限会社四ッ葉 介護付有料老人ホーム四葉 愛媛県松山市高山町４２０２番地 平成２３年３月３日 特定施設入居者生
活介護

株式会社よしまる デイサービスセンター未来 愛媛県宇和島市丸穂町一丁目９番３０号 平成２３年３月５日 通所介護

有限会社クオラ デイサービスハウディー 愛媛県松山市和気町一丁目４３１番地１ 平成２３年３月１４日 通所介護

社会福祉法人平成会 介護付有料老人ホームさや 愛媛県松山市南斎院町１１６５番地 平成２３年３月２３日 特定施設入居者生
活介護

有限会社コミュニティーハウス デイサービスセンターちゃすけ 愛媛県松山市平田町３９８番地 平成２３年３月２６日 通所介護

有限会社コミュニティーハウス 介護付有料老人ホームおはぎ 愛媛県松山市平田町３９８番地 平成２３年３月２６日 特定施設入居者生
活介護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所山田井の郷 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際
８８７番地２ 平成２３年３月３１日 短期入所生活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クオリア 訪問看護ステーションくるみ 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番
地１ 平成２３年３月１日 介護予防訪問看護

医療法人仁勇会 介護付有料老人ホーム瀬戸風 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 平成２３年３月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

医療法人仁勇会 ショートステイ瀬戸風 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 平成２３年３月１日 介護予防短期入所
生活介護

株式会社幸徳 ヘルパーステーション幸徳 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番地
７ 平成２３年３月１日 介護予防訪問介護

株式会社オレンジハート 通所介護事業所よりあい所オレンジハ
ート

愛媛県八幡浜市保内町宮内５番耕地３８４
番地１ 平成２３年３月１日 介護予防通所介護
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�愛媛県告示第５７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞退する旨の届出があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

社会福祉法人くりのみ会 通所介護事業所くりのみ土居 愛媛県四国中央市土居町津根３００８番地
１ 平成２３年３月１日 介護予防通所介護

社会福祉法人くりのみ会 短期入所生活介護事業所くりのみ土居 愛媛県四国中央市土居町津根３００８番地
１ 平成２３年３月１日 介護予防短期入所

生活介護

有限会社四ッ葉 介護付有料老人ホーム四葉 愛媛県松山市高山町４２０２番地 平成２３年３月３日 介護予防特定施設
入居者生活介護

株式会社よしまる デイサービスセンター未来 愛媛県宇和島市丸穂町一丁目９番３０号 平成２３年３月５日 介護予防通所介護

有限会社クオラ デイサービスハウディー 愛媛県松山市和気町一丁目４３１番地１ 平成２３年３月１４日 介護予防通所介護

社会福祉法人平成会 介護付有料老人ホームさや 愛媛県松山市南斎院町１１６５番地 平成２３年３月２３日 介護予防特定施設
入居者生活介護

有限会社コミュニティーハウス デイサービスセンターちゃすけ 愛媛県松山市平田町３９８番地 平成２３年３月２６日 介護予防通所介護

有限会社コミュニティーハウス 介護付有料老人ホームおはぎ 愛媛県松山市平田町３９８番地 平成２３年３月２６日 介護予防特定施設
入居者生活介護

社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所山田井の郷 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際
８８７番地２ 平成２３年３月３１日 介護予防短期入所

生活介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

日建リース工業株式会社 かがやき愛媛 愛媛県伊予郡砥部町重光５９ 平成２３年３月２０日 福祉用具貸与

日建リース工業株式会社 かがやき愛媛 愛媛県伊予郡砥部町重光５９ 平成２３年３月２０日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

日建リース工業株式会社 かがやき愛媛 愛媛県伊予郡砥部町重光５９ 平成２３年３月２０日 介護予防福祉用具
貸与

日建リース工業株式会社 かがやき愛媛 愛媛県伊予郡砥部町重光５９ 平成２３年３月２０日 特定介護予防福祉
用具販売

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊
岡台病院

愛媛県四国中央市豊岡町長田字樋ノ上
６０３番地１ 平成２３年２月２８日 介護療養型医療施

設
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�愛媛県告示第５７６号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 津島町下畑地の
一部

平成２１年度から
平成２２年度まで

宇和島市の地籍図
及び地籍簿

八幡浜市 日土町６番耕地・
７番耕地の一部

平成２１年度から
平成２２年度まで

八幡浜市の地籍図
及び地籍簿

四国中央市 三島金子の一部 平成２１年度から
平成２２年度まで

四国中央市の地籍
図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２３年４月２６日

�������
�愛媛県告示第５７７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局大洲河川国

道事務所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（１／２，５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２２年９月１４日から

平成２３年３月１８日まで

３ 作業地域 大洲市（肱川流域）

�������
�愛媛県告示第５７８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年４月１８日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字株木４７番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２３．３０メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第５７９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年４月１８日

３ 指定道路の位置

四国中央市寒川町字原口２０１８番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５４．５０メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第５８０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年４月２６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年４月１９日

３ 指定道路の位置

東温市北方字田中甲３２４５番１、甲３２４５番３、甲３２４６番１、甲３２４７

番

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２３．３８メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第５８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久良城辺線
南宇和郡愛南町御荘平城３０５０番地先から

同町御荘平城３２１１番まで

旧 ６．４～８．２ ０．１２７

新 ８．５～１１．５ ０．１２７

��������������
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�愛媛県告示第５８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１０号
庁中一般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

砂

防

課

１～４

省略

５ 土砂

災害警

戒区域

等にお

ける土

砂災害

防止対

１・２ 省略

３ 土砂災害特別警戒区域

（以下この項において「特

別警戒区域」という。）に

関すること。

� 特別警戒区域の指定及

びその全部又は一部の解

○

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

砂

防

課

１～４

省略

５ 土砂

災害警

戒区域

等にお

ける土

砂災害

防止対

１・２ 省略

３ 土砂災害特別警戒区域

（以下この項において「特

別警戒区域」という。）に

関すること。

� 特別警戒区域の指定及

びその全部又は一部の解

○

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久良城辺線 南宇和郡愛南町御荘平城３０６３番３ 平成２３年４月２６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 信里伊予平野停車場線
大洲市北裏２５番４から

同市平野町野田１１３２番２地先まで
平成２３年４月２６日

訓 令

改 正 後 改 正 前

��������������
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策の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

除並びに公示（第８条第

１項、第４項、第８項、

第９項）

�・� 省略

４ 緊急調査に関すること。

� 土地の立入り及び一時

使用（第２８条第１項）

○

� 土地の立入りの通知

（第５条第２項、第２８条

第２項）

○

� 他人の土地を一時使用

する場合の通知及び意見

の聴取（第５条第６項、

第２８条第２項）

○

� 損失補償の協議（第５

条 第９項、第２８条 第２

項）

○

� 土砂災害緊急情報の通

知及び周知措置（第２９条

第１項）

○

� 緊急調査により得られ

た情報の提供（第２９条第

２項）

○

附 則

この訓令は、平成２３年５月１日から施行する。

�公 告

愛媛県酪農・肉用牛生産近代化計画の公表について

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）

第２条の３第１項の規定に基づき、愛媛県酪農・肉用牛生産近代化

計画を作成した。

この計画書の写しは、農林水産部農業振興局畜産課及び各家畜保

健衛生所において縦覧に供する。

平成２３年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

監 査 公 表

�公表第１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２３年４月２６日

愛媛県監査委員 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

同 岸 新

策の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

除並びに公示（第８条第

１項、第４項、第８項、

第９項）

�・� 省略

公 告

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 米 粉 推 進 会 平成２３年２月１日

西 条 ベ リ ー 部 会 平成２２年１２月９日

（監査の結果）

平成２１年度において実施された上記団体に対する次の補助金に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おお

むね良好であったが、一部の団体において次の事項が認められた。

補助金の交付決定を受けた機械装置（以下「補助対象機械装置」と

いう。）の購入に際して、一般競争入札を実施していたが、実際に

は当該一般競争入札を実施する前に当該参加者のうちの一者に対し

て個人連帯保証を付した発注を行っていた上、補助対象機械装置以

外の機械装置等の代金を補助対象機械装置の代金に水増しした契約

書を作成し、それを基に補助事業の実績報告を行っていた。

補助対象機械装置以外の機械装置等の代金に係る補助金はこれらの

行為がなければ支出されなかったものであり、交付された補助金額

（３，０００，０００円）と補助対象機械装置の代金に係る補助金額（１，４７４，４６５

円）との差額１，５２５，５３５円の過大な交付を受けていた。

（西条ベリー部会）

事 業 主 体 補 助 金 の
名 称 補助対象事業 補 助 対 象

事 業 費 補 助 金 額
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�公表１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９

条第９項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成２３年４月２６日

愛媛県監査委員 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

同 岸 新

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年４月２６日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

予 定 価 格
地 目 地 積 構 造 床 面 積

６５．６１㎡

５５．８９㎡

西条市中野字横内甲８７３番１ 宅 地 １，３５８．９９㎡ 木造スレート瓦葺
平家建 ５５．８９㎡ １２，０００，０００円

５５．８９㎡

５５．８９㎡

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２３年４月２６日（火）から５月２６日（木）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをい

（監査の結果）

平成２１年度におけるあぐりすとクラブプロジェクト支援事業費補助

金について、地方自治法第１９９条第５項の規定による監査を実施した

ところ、次の事項が認められた。

・ 補助事業者である西条ベリー部会は、補助金の交付決定を受けた

機械装置（以下「補助対象機械装置」という。）の購入に際して、

一般競争入札を実施していたが、実際には当該一般競争入札を実施

する前に当該参加者のうちの一者に対して個人連帯保証を付した発

注を行っていた上、補助対象機械装置以外の機械装置等の代金を補

助対象機械装置の代金に水増しした契約書を作成し、それを基に補

助事業の実績報告を行っていた。

補助対象機械装置以外の機械装置等の代金に係る補助金はこれら

の行為がなければ支出しなかったものであり、県は、交付した補助

金額（３，０００，０００円）と補助対象機械装置の代金に係る補助金額

（１，４７４，４６５円）との差額１，５２５，５３５円を過大に交付していた。

・ 同支援事業費補助金の交付を受けて実施された補助事業について、

整備した施設の運用計画及び帰属について規約に定めがなかったり、

資金計画について規約の定めはあるものの遵守されていなかったも

のがあったので、経済性、有効性の観点から十分検証するとともに、

補助事業の履行確認方策を抜本的に見直しされたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 産 園 芸 課
平成２３年３月１１日、
平成２３年３月２４日、
平成２３年４月２０日

公営企業公告

中予米粉推進会 平成２１年度
あぐりすと
クラブプロ
ジェクト支
援事業費補
助金

生産方式の改善
に資する機械・
施設整備

５，７５０，
０００円

２，８７５，
０００円

西条ベリー部会 〃 流通方式の改善
に資する機械・
施設整備

６，０００，
０００円

３，０００，
０００円
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う。）

イ 提出場所

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２７９４

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年５月２６日（木）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問い合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２３年５月１３日（金）午後１時３０分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２３年６月１０日（金）午後１時３０分

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市中野甲１７９０番地

愛媛県西条地区工業用水道管理事務所２階会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規則（昭和

４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有効な入札を行った入札者

を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。
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� その他

詳細は、入札心得書による。

労働委員会告示

�愛媛県労働委員会告示第１号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

平成２３年４月２６日

愛媛県労働委員会

会 長 白 石 喜 �
愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

白 石 喜 � 愛媛県労働委員会会長
弁護士 ２６～３９期 平成２１年８月２７日

山 下 泰 史 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ３４～３９期 〃

青 山 保 子 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ３６～３９期 〃

桐 木 陽 子 愛媛県労働委員会委員
松山東雲短期大学教授 ３７～３９期 〃

村 田 毅 之 愛媛県労働委員会委員
松山大学法学部教授 ３５期、３９期 平成２３年４月８日

松 本 修 次 愛媛県労働委員会委員
全国一般愛媛地方労働組合特別執行委員 ３０～３９期 平成２１年８月２７日

木 原 忠 幸 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ３６～３９期 〃

安 藤 伸 子 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛中予地域協議会副事務局長 ３７～３９期 〃

田 中 圭 子 愛媛県労働委員会委員
ＪＡＭ四国愛媛地区協議会副事務局長 ３８～３９期 〃

竹 森 義 彦 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・ＵＩゼンセン同盟愛媛県支部支部長 ３９期 〃

廣 � 了 愛媛県労働委員会委員
宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ３７～３９期 〃

仙 波 誉 子 愛媛県労働委員会委員
株式会社岩本商会代表取締役社長 ３７～３９期 〃

黒 田 周 子 愛媛県労働委員会委員
今治コミュニティ放送株式会社代表取締役社長 ３８～３９期 〃

山 下 精一郎 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ３９期 〃

金 山 貴 博 愛媛県労働委員会委員
住友金属鉱山株式会社別子事業所総務センター長 ３９期 平成２２年１０月２２日

和 田 文 男 全日本海員組合愛媛支部長
四国地方交通審議会船員部会委員 ― 平成２２年２月２６日

一 色 昭 造 石崎汽船株式会社代表取締役社長・愛媛県旅客船協会会長
四国地方交通審議会船員部会委員 ― 平成２１年９月２５日

篠 原 英 治 愛媛県労働委員会事務局長 ― 平成２３年４月１日

勝 田 忠 博 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 平成２２年４月１日

谷 優 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 平成２３年４月１日
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�正 誤

平成２３年４月１日付け第２２５５号愛媛県規則第２０号（組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則）中

�正 誤

平成２３年４月１日付け第２２５５号愛媛県訓令第６号（組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令）中

ページ 箇 所 誤 正

３５１

改正後欄
別表（第４条、第６条関係）
環境保全課
３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭
和４５年法律第１３７号）の施行に関する事務
７ 産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃
棄物処分業の許可に関すること。

� 能力及び実績の基準適合性の確認（改正
政令附則第５条第１項、第２項、第４項、
改正省令附則第１７条、２３条）

� 能力及び実績の基準適合性の確認（改正
政令附則第５条第１項、第２項、第４項、
改正省令附則第１７条、第２３条）

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

２８３ 下から９行目
第３条 愛媛県建築計画概要書等閲覧規則
（昭和４７年愛媛県規則第６１号）を次のように
改正する。

第３条 愛媛県建築計画概要書等閲覧規則
（昭和４７年愛媛県規則第６１号）の一部を次の
ように改正する。
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平成２３年４月２６日 発行
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